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平
成
二
十
七
年
四
月
十
六
日 

 

編
集 

逗
子
市
環
境
都
市
部
ま
ち
づ
く
り
課 

 

協
力 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
逗
子
の
文
化
を
つ
な
ぎ
広
め
深
め
る
会 

 

募
集 

逗
子
の
景
観
ス
ケ
ッ
チ
や
六
百
字
以
内
の
景
観
に 

関
す
る
コ
ラ
ム
等
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

春
の
暖
か
い
日
差
し
の
中
、
私
は
軽
い
足
取
り
で
海

の
町
逗
子
か
ら
山
に
囲
ま
れ
た
池
子
に
向
か
っ
た
。
歩

道
沿
い
の
崖
の
く
ぼ
み
や
岩
の
く
り
抜
き
な
ど
至
る
と

こ
ろ
で
お
地
蔵
様
と
出
会
う
。
お
地
蔵
様
は
風
雨
に
よ

り
欠
け
て
い
た
り
し
た
が
、
お
供
え
物
は
真
新
し
い
も

の
ば
か
り
だ
。
昔
も
今
も
地
元
の
人
が
感
謝
し
て
い
る

こ
の
土
地
を
私
も
感
謝
し
て
歩
ん
だ
。
途
中
、
も
う
使

わ
れ
て
い
な
い
線
路
が
草
花
に
う
ず
も
れ
て
人
気
の
無

い
ト
ン
ネ
ル
に
伸
び
て
い
た
。
ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
に

目
を
凝
ら
し
て
い
た
ら
、
電
車
の
音
が
し
た
よ
う
に
思

え
、
私
は
そ
の
場
か
ら
慌
て
て
走
り
去
っ
た
。 

神
武
寺
駅
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
山
は
そ
び
え
る
よ
う

に
大
き
く
な
り
、
眼
前
は
緑
に
包
ま
れ
た
。
ふ
と
、
水

の
流
れ
る
音
を
耳
に
し
、
立
ち
止
ま
る
。
あ
た
り
を
見

回
す
と
、
家
の
塀
と
庭
の
垣
根
の
間
に
ひ
っ
そ
り
と
流

れ
る
用
水
路
が
あ
っ
た
。
私
の
耳
か
ら
水
の
せ
せ
ら
ぎ

以
外
の
音
が
消
え
る
。
水
面
が
青
空
を
細
長
く
映
し
て

い
た
。 

山
の
間
を
京
浜
急
行
の
赤
い
車
体
が
通
り
抜
け
る
。

緑
と
赤
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
と
て
も
美
し
い
。
池
子
は

町
が
自
然
に
寄
り
添
っ
て
生
き
て
い
る
。
い
つ
ま
で
も

変
わ
ら
な
い
町
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。 

文
・
絵 

渡
部 

楓 
 

 
 

（
中
学
２
年
生
） 

「
自
然
に
浸
る
」 

初
め
て
行
く
場
所
で
も
懐
か
し
い
と
感
じ
る
。
逗
子

は
そ
ん
な
場
所
だ
。 

「
神
武
寺
駅
前
の
地
蔵
と
水
路
」 

 

絵 

渡
部 

宣
子 

（
鉛
筆
・
水
彩
・
パ
ス
テ
ル
画
サ
ー
ク
ル
） 

「緑と赤のコントラスト」 



 

 

瓦版の編集担当は 逗子市環境都市部まちづくり課♪ 

電話：046-873-1111  FAX：046-873-4520  

Mail：machi@city.zushi.kanagawa.jp 

 
 

 

☆瓦版のバックナンバーは逗子市庁舎一階、まちづくり課窓口、 

市民交流センターに配架しています。他のナンバーも是非ご覧ください。 

 

 

逗子の景観まちづくり 検索 

クリック！ 

瓦版に掲載する 
逗子の景観コラム、 
イラスト募集中！！ 

 

逗逗子子のの景景観観をを考考ええるる  vvooll..９９  
        逗逗子子のの““すすててきき””をを認認定定  ～～  逗逗子子市市景景観観資資産産   ～～    
逗子市における景観とは 

水辺や丘陵の自然、建築物や橋などの構造物とそれらが連なって形成されるまちなみ、またそこで生活する

人々の様子を観て感じた印象によって、心に刻まれる風景のことです。 

私たちは、長い歴史が刻まれた建築物や、緑に包まれた自然風景、人々の暮らしの中で育まれてきた生活文

化によって自然と人間が織りなした豊かな景観の中で生活しています。 
 
逗子市景観資産とは 

景観形成に重要な役割を果たしている建築物等、緑、河川、海、眺望点等を逗子市景観条例に基づき景観資

産として認定するものです。市民と行政が景観資産としての価値を共有し協働しながら美しい逗子のまちを将来

に継承すべく、景観まちづくりを進めていきたいと思います。 
 
景観資産の認定とこれからの逗子の景観 

初の景観資産の認定では、平成 24 年度から 25 年度にかけて「逗子ステキ発見！景観フォトコンテスト」

を実施し、景観資産を抽出しました。 

応募された様々な写真を見ると、その場所ごとに大切な思い出があって、愛されている景観が数多く逗子に

あることが分かりました。その中から多数応募があった場所や、逗子らしさを感じる景観を抽出し、最終的に

は 17 箇所を景観資産として認定することになりました。 

 

景観資産の中には、失われつつあるけ

れども、逗子らしい景観として守ってい

きたいというものや、著名な眺望スポッ

トだけではなく、知る人のみぞ知るよう

な景観もあります。 

また、市民の努力によって支えられて

いる景観があることを忘れてはいけませ

ん。ボランティアで公園や通学路の花壇

の手入れにあたる方々の支えによって、

美しい景観が保たれ、その場所を行き交

う私たちの活力がみなぎります。 

景観は、逗子の自然と私たちの努力が

築き上げるものです。美しい逗子の景観

まちづくりの気持ちを共有しましょう。 

 

逗子市景観資産位置図  

 

 

日 時：平成 27年５月 10 日（日） 
集 合：９時 逗子市役所   解散：12時市民交流センター 
コース：市役所前→亀岡八幡宮→東郷橋→クロマツのある風景 

→蘆花記念公園→長柄桜山古墳群→葉桜団地からの眺望
→市民交流センター前 ※参加希望の方はまちづくり課までお申込みください♪ 

mailto:machi@city.zushi.kanagawa.jp
mailto:https://www.facebook.com/zushiscape

